
高山市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年高山市条例第５号）

第５条の規定により指定管理者を指定したので、同条例第６条の規定により次のとおり公表する。



指定管理者に管理 名称及び所在地 国府文化ホール

を行わせる施設 高山市国府町広瀬町８８０番地１

国府公民館

高山市国府町広瀬町８８０番地１

指定管理者 名称 国府町まちづくり協議会

代表者の氏名 会長 蒲 誠

主たる事務所の所在地 高山市国府町広瀬町８８０番地１

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

指定管理者に管理 名称及び所在地 荘川体育館

を行わせる施設 高山市荘川町黒谷１００番地

活性化施設荘川ドーム

高山市荘川町猿丸８２番地

荘川グラウンド

高山市荘川町一色３９７番地１

指定管理者 名称 荘川町まちづくり協議会

代表者の氏名 会長 中田 良則

主たる事務所の所在地 高山市荘川町新渕４３０番地１

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

指定管理者に管理 名称及び所在地 高山市荒城農業体験交流館

を行わせる施設 高山市国府町八日町６５１番地２

指定管理者 名称 飛騨農業協同組合

代表者の氏名 代表理事組合長 志田 浩一

主たる事務所の所在地 高山市冬頭町１番地１

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで


